
               

平
成

23
年
度
以
後
の
各
年
分
に
つ

い
て
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合

計
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
か
つ
、

公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所

得
金
額
が

20
万
円
以
下
で
あ
る
場
合

に
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
必

要
が
な
く
な
り
ま
し
た
。 

※
１ 

こ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
所
得

税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
の

確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。 

※
２ 

所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な

い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
住
民
税

の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す
。
住
民
税
に
関
す
る
詳

し
い
こ
と
は
お
住
ま
い
の
市

町
村
（
市
税
事
務
所
）
に
お
た

ず
ね
く
だ
さ
い
。 

       

剣
淵
郵
便
局
に
備
え
付
け
し
て
い
た

登
記
事
項
証
明
書
（
登
記
簿
謄
本
・
抄

本
）
交
付
請
求
用
紙
は
、
利
用
者
の
減

少
に
よ
り
、
本
年
３
月
30
日
（
金
）
を

も
っ
て
終
了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
登
記
事
項
証
明
書
等
の
請
求
、
登
記

の
申
請
は
、
法
務
局
の
窓
口
ま
た
は
郵

送
に
よ
る
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

ま
た
、
登
記
情
報
提
供
サ
ー
ビ
ス
（
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
土
地
・
建
物
の

所
有
者
等
の
確
認
）
も
行
っ
て
お
り
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
法
務
省
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
、（
財
）
民
事
法
務
協
会
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
願
い
ま
す
（
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
は
、
「
登
記
・
供
託
オ
ン
ラ

イ
ン
申
請
シ
ス
テ
ム
」
、
「
登
記
情
報
提

供
サ
ー
ビ
ス
」
で
検
索
）
。 

▼
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 
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◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

 

旭
川
地
方
法
務
局
名
寄
支
局 

 

〒
０
９
６
―
０
０
１
１ 

 

名
寄
市
西
１
条
11
丁
目 

（
電
話

０
１
６
５
４
―
２
―
２
３
４

９
） 

    

剣
淵
町
で
は
、
１
月
21
日
か
ら
２
月

20
日
ま
で
北
方
領
土
返
還
を
要
求
す

る
署
名
コ
ー
ナ
ー
を
町
民
セ
ン
タ
ー
１

階
に
設
置
し
ま
す
。 

北
方
領
土
の
返
還
を
実
現
す
る
た
め
、

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

              

   

受
験
申
し
込
み
は
、
剣
淵
町
役
場
総

務
課
で
も
対
応
い
た
し
ま
す
。 

                   

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部 

名
寄

出
張
所 

〒
０
９
６
―
０
０
１
１ 

 

名
寄
市
西
１
条
南
９
丁
目
45 

（
電
話
０
１
６
５
４
―
２
―
３
９
２

１
） 

登
記
事
項
証
明
書
（
登
記
簿
謄
本
・

抄
本
）
交
付
請
求
用
紙
の
郵
便
局
へ

の
備
え
付
け
の
終
了
に
つ
い
て 

２
月
７
日
は
北
方
領
土
の
日
で
す 

自
衛
官
募
集
に
つ
い
て 

 
一般・技術 
幹部候補生 

予備自衛官補 
(一般) 

予備自衛官補 
(技能) 

応募 
資格 

20 歳以上 
28 歳未満 ※１ 

18 歳以上 
34 歳未満 

18 歳以上 
55 歳未満 ※２ 

Ｈ25.4.1 現在 Ｈ24.7.1 現在 

受付 
期間 

2 月 1 日(水)～ 
4 月 27 日(金) 

1 月 11 日(水)～4 月 4 日(水) 

試験日 
5 月 12 日(土)・ 
13 日(日) ※３ 

4 月 13 日(金)～16 日(月)の 
いずれか 1 日を指定されます。 

※１）学士等取得状況により異なります。 

※２）保有する国家資格等により異なります。 

※３）13 日は飛行要員希望者のみ。 

公
的
年
金
等
を
受
給
さ
れ
て
い
る

み
な
さ
ま
へ 

住
民
課
税
務
グ
ル
ー
プ 


